
　
町
民
の
皆
さ
ん
に
平
成
28
年
の
所

得
を
申
告
し
て
も
ら
う
、
所
得
税
の

確
定
申
告
と
町
県
民
税
の
申
告
時
期

で
す
。

　
必
要
な
書
類
を
早
め
に
準
備
し
、

期
限
内
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
小
田
原
税

務
署
ま
た
は
町
の
申
告
会
場
で
、
町

県
民
税
は
町
の
申
告
会
場
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
な
方

○
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
の
所

　
得
が
20
万
円
を
超
え
た
方

○
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

　
い
る
方

○
事
業
を
し
て
い
る
方
や
不
動
産
収

　
入
の
あ
る
方　
な
ど

※
公
的
年
金
な
ど
の
年
金
収
入
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
そ
の
他
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
場
合
、
所
得
税

の
確
定
申
告
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
る
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は
提

出
で
き
ま
す
。

給
与
や
年
金
か
ら
所
得

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
る
方

　
次
の
よ
う
な
方
が
確
定
申
告
を
す

る
と
、
所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

○
年
末
調
整
に
控
除
が
間
に
合
わ
な

　
か
っ
た
（
年
末
調
整
さ
れ
て
い
な

　
い
）
場
合

対
　
象　
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料
、

生
命
保
険
料
な
ど
の
控
除
が
年
末
調

整
で
算
定
さ
れ
て
い
な
い
方

申
告
に
要
す
る
も
の　
源
泉
徴
収
票

や
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど

○
医
療
費
控
除

対
象
の
医
療
費　
平
成
28
年
中
に
、

本
人
や
本
人
と
生
計
を
共
に
す
る
親

族
の
た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費

控
除
額　
保
険
金
な
ど
で
補ほ

填て
ん

さ
れ

る
分
を
差
し
引
い
た
金
額
か
ら
、
総

所
得
の
５
％
ま
た
は
10
万
円
の
い
ず

れ
か
少
な
い
金
額
を
差
し
引
い
た
額

控
除
限
度
額　
２
０
０
万
円

申
告
に
要
す
る
も
の　
領
収
書
な
ど

※
事
前
に
領
収
書
を
病
院
ご
と
に
集

計
し
一
覧
表
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

一
覧
表
が
な
い
場
合
、
申
告
を
受
け

付
け
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

町
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
方

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
や
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得
が

な
く
、
年
末
調
整
さ
れ
て
い
る
方
は
、

原
則
と
し
て
町
県
民
税
の
申
告
は
不

要
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
方
は
町
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

○
昨
年
中
に
所
得
が
な
く
、
家
族
の 

　
税
金
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

　
方

○
昨
年
中
に
所
得
が
あ
る
が
、
確
定

　
申
告
の
必
要
が
な
い
方

○
そ
の
他
、
町
か
ら
申
告
書
が
送
ら

　
れ
て
き
た
方
で
、
確
定
申
告
の
必

　
要
が
な
い
方

　
主
婦
や
学
生
、
病
気
な
ど
で
所
得

が
な
か
っ
た
方
は
、
そ
の
旨
を
記
入

し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申

告
が
な
い
場
合
、
障
害
年
金
の
給
付
、

国
民
健
康
保
険
料
や
介
護
保
険
料
の

決
定
、
所
得
証
明
書
な
ど
の
発
行
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
が
不
要
で
も
、

町
県
民
税
の
課
税
に
お
い
て
「
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
に
記
載
の

あ
る
社
会
保
険
料
控
除
や
配
偶
者
控

除
以
外
の
各
種
控
除
（
生
命
保
険
料
、

医
療
費
、
扶
養
な
ど
）
を
追
加
す
る

場
合
は
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。

申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、申告手続きにはマイナンバーの記載と本人
確認書類の写しの添付が必要となります。申告の際は忘れずにご用意ください。

●今年から申告書等にはマイナンバーの記載が必要です

※国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp詳しくは　国税庁    　　　　　　　　　検 索　　
申告・納税・申請全てお任せ e−Tax

所得税と町県民税の
申告相談を実施します

※ 3 /15㈬は、役場分庁舎で「町県民税」
のみ申告の受付を行います。
　所得税の申告(確定申告)の受付はで
きませんので、注意してください。
【受付時間】　

9 時～16時（役場分庁舎は17時まで）
【会場】　
・湯本…役場分庁舎
・温泉…温泉公民館　
・宮城野…宮城野公民館
・仙石原…仙石原文化センター　
・箱根…箱根出張所
　平成29年 1 月 1 日現在で町内に居住
している方のみの受付となります。

　住宅借入金等特別控除の 1年目、平成27年分以前の確定申告、譲渡所得に係る確定申告
は町の申告会場で受付できませんので、小田原税務署で申告してください。

照会先　●税務課☎８5−775０（町県民税、所得税）
　　　　●小田原税務署☎０４65−35−４511（所得税、贈与税、住宅取得控除、消費税）

●小田原税務署　☎0465−35−4511
日時（受付時間）

2 月16日㈭～ 3 月15日㈬の
平日

（ 2 月19日㈰・2 月26日㈰は
開設）　

受付： ８ 時3０分から
相談： 9 時から17時まで

【所得税以外の税目】
・贈与税（納税）　　　 3 月15日㈬まで
・個人事業者の消費税　 3 月31日㈮まで
※詳しくは小田原税務署にお問い合わせください。

●(公社)小田原青色申告会による申告指導（所 
　得税）　☎0465−24−2614

日時（受付時間） 会　場

2 月 1 日㈬～
3 月15日㈬　

9 時～15時
(最終日は1４時
 まで)

青色会館 3 階大
ホール
(小田原市本町 2
−3−2４)

※土曜日はお休みです。
番号確認書類
ご本人のマイナンバーを確認できる書類
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書（マイナ
　ンバーの記載のあるものに限る）
　　　　　　　　　　　　　　のうちいずれか 1 つ

身元確認書類
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認で
きる書類
●運転免許証　●公的医療保険の被保険者証
●パスポート　●障害者手帳　●在留カード　
●年金手帳　　等　　　　などのうちいずれか 1 つ

日 月 火 水 木 金 土
2 /16 2 /17 2 /1８

湯　本 湯　本 −
2 /19 2 /2０ 2 /21 2 /22 2 /23 2 /2４ 2 /25
− 湯　本 箱　根 箱　根 宮城野 宮城野 宮城野

2 /26 2 /27 2 /2８ 3 / 1 3 / 2 3 / 3 3 / ４
仙石原 仙石原 仙石原 湯　本 温　泉 温　泉 −
3 / 5 3 / 6 3 / 7 3 / ８ 3 / 9 3 /1０ 3 /11
− 仙石原 仙石原 宮城野 宮城野 湯　本 湯　本

3 /12 3 /13 3 /1４ 3 /15
湯　本 湯　本 湯　本 湯本※

申告相談所の開設

次の本人確認書類の写しの添付が必要です

マイナンバーカード
又は

＋
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